
第７　介護に関する制度について
１　 休暇制度について

 ２ 経済的支援措置について
区分

共済組合

教職員
互助組合

高等学校教
職員互助会

３　 相談窓口

要介護者の介護又は山梨県職員の勤務時間、休日及
び休暇に関する規則第２４条の３、山梨学校職員の勤
務時間等に関する規則第２３条の３に規定する世話を
行う職員が、当該介護又は当該世話を行うため勤務し
ないことが相当であると認められる場合における休暇(有
給休暇)

項目

　高齢者の方が住みなれた地域で安心して暮らせるように、介護、福祉、健康、医療など様々な面から総
合的な支援を行うため、次のとおり各市町村に地域包括支援センターが設置されています。
　地域包括支援センターでは保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが中心となり、総合相談支援
業務や介護予防に関するマネジメントなどを行っています。

介 護 休 暇
給 付

期間/回数等

要介護者の各々が当該介
護を必要とする一の継続
する状態ごとに、３回を超
えず、かつ、通算して６月
を超えない範囲

介護休暇

項目

介 護 手 当 金

介 護 休 業
手 当 金

内容

職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが
相当であると認められる場合における休暇(勤務しない
時間について、１時間あたりの給与額を減額)

要介護者が１人の場合は
年５日以内、２人以上の場
合は年１０日以内

短期の介護休暇

内容

組合員が初めて２週間以上の介護休暇を取得したとき
支給期間：介護休業の開始日から66日までの範囲内（土日祝日を除く）
支給額：１日につき標準報酬日額（標準報酬月額の1/22)×67/100(上限あり)

会員が介護休暇を取得したとき、３ケ月を限度として8,000円を給付する。ただし、
公立学校共済組合による介護休業手当金の給付終了後とする。

会員が介護休暇を取得したときは、６ヶ月を限度として、前半３ヶ月は月額１万円、
後半３ヶ月は月額２万円を給付

（１）地域包括支援センター

Ｒ４．８現在

郵便番号 住所

甲府市東地域包括支援センター 400-0861 甲府市城東４－１３－１５ 055-233-6421 琢美　東　富士川

甲府市南東地域包括支援センター 400-0815 甲府市国玉町９５１－１ 055-223-0103 里垣　玉諸　甲運

甲府市西地域包括支援センター 400-0041 甲府市上石田１－８－２０ 055-220-7677
貢川 　石田　池田
新田

甲府市南西地域包括支援センター 400-0053 甲府市大里町５３１５ 055-220-2315 国母　大国　大里

甲府市南地域包括支援センター 400-0851 甲府市住吉５－２４－１４ 055-242-2055
伊勢　住吉　湯田
山城

甲府市北東地域包括支援センター 400-0003 甲府市塚原町３５９ 055-252-3398 相川　北新　新紺屋

甲府市北西地域包括支援センター 400-0071 甲府市羽黒町１６５７－５ 055-252-4165
千塚　羽黒　千代田　 能泉
宮本

甲府市中央地域包括支援センター 400-0031
甲府市丸の内２－９－２８
勤医協駅前ビル４階

055-225-2345 春日　相生　穴切　朝日

甲府市笛南地域包括支援センター 400-1507
甲府市下向山町９１０
健康の杜センターアネシス内

055-266-4220 中道　上九一色

備考

山梨県内地域包括支援センター　一覧

中
北

甲府市

圏
域

市町村名 地域包括支援センター名
所在地

電話番号
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Ｒ４．８現在

郵便番号 住所

韮崎市 韮崎市地域包括支援センター 407-0024 韮崎市本町三丁目６－３ 0551-23-4313

南アルプス市地域包括支援センター 400-0395 南アルプス市小笠原３７６ 055-282-7339 若草　櫛形　甲西

南アルプス市北部地域包括支援センター 400-0221
南アルプス市在家塚１１５６－１
白根げんき館内

055-288-1440 八田　白根　芦安

北杜市 北杜市地域包括支援センター 408-8511 北杜市高根町村山北割３２６１ 0551-42-1336

甲斐市 甲斐市地域包括支援センター 400-0192 甲斐市篠原２６１０ 055-278-1689

中央市 中央市地域包括支援センター 409-3892 中央市臼井阿原３０１－１ 055-274-8558

昭和町 昭和町地域包括支援センター 409-3880 中巨摩郡昭和町押越６１６ 055-275-4815

山梨市 山梨市地域包括支援センター 405-8501 山梨市小原西８４３ 0553-23-0294

笛吹市北部長寿包括支援センター 406-0031 笛吹市石和町市部８００ 055-261-1907 石和　春日居

笛吹市東部長寿包括支援センター 405-0073 笛吹市一宮町末木８０７－６ 0553-34-8221 一宮　御坂

笛吹市南部長寿包括支援センター 406-0822 笛吹市八代町南９１７ 055-225-3368 八代　境川　芦川

甲州市 甲州市地域包括支援センター 404-8501 甲州市塩山上於曽１０８５－１ 0553-32-5600

市川三郷町 市川三郷町地域包括支援センター 409-3601 市川三郷町市川大門１７９０－３ 055-272-1106

富士川町 富士川町地域包括支援センター 400-0505 富士川町長澤２３７４－２ 0556-22-4615

早川町 早川町地域包括支援センター 409-2732 早川町高住７５８ 0556-45-2363

身延町 身延町地域包括支援センター 409-3304
身延町切石１１７－１
中富すこやかセンター内

0556-20-4611

南部町 南部町地域包括支援センター 409-2398 南部町内船４４７３－１ 0556-64-4836

富士吉田市地域包括支援ｾﾝﾀｰ 403-8601 富士吉田市下吉田６－１－１ 0555-22-1111

　富士吉田市地域包括支援センターブランチすこやか 403-0003 富士吉田市下吉田４－２－１５ 0555-21-1213

　富士吉田市地域包括支援センターブランチなごやか 403-0003 富士吉田市大明見５－２１－３１ 0555-24-7088

　富士吉田市地域包括支援センターブランチほがらか 403-0016 富士吉田市松山１６１３ 0555-24-5334

　富士吉田市地域包括支援センターブランチさわやか 403-0032 富士吉田市上吉田東7-11-1 0555-22-4111

都留市 都留市地域包括支援センター 402-0051 都留市下谷２５１６－１ 0554-46-5114

大月市 大月市地域包括支援センター 401-8601 大月市大月２丁目６－２０ 0554-23-8034

上野原市 上野原市地域包括支援センター 409-0192 上野原市上野原３１６３ 0554-62-3128

道志村 道志村地域包括支援センター 402-0209 道志村６１８１－１ 0554-52-2113

西桂町 西桂町地域包括支援センター 403-0021 西桂町下暮地９１５－７ 0555-25-4000

忍野村 忍野村地域包括支援センター 401-0511 忍野村忍草１４４５－１ 0555-20-5211

山中湖村 山中湖村地域包括支援センター 401-0595 山中湖村山中２３７－１ 0555-62-9976

鳴沢村 鳴沢村地域包括支援センター 401-0398 鳴沢村１５７５ 0555-85-3081

富士河口湖町 富士河口湖町地域包括支援センター 401-0392 富士河口湖町船津１７００ 0555-72-6037

小菅村 小菅村地域包括支援センター 409-0211 小菅村４６３１－１ 0428-87-9321

丹波山村 丹波山村地域包括支援センター 409-0305 丹波山村８９０ 0428-88-0211

山梨県内地域包括支援センター　一覧

圏
域

市町村名 地域包括支援センター名
所在地

電話番号

峡
南

富
士
・
東
部

富士吉田市

中
北

備考

南アルプス市

峡
東

笛吹市
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（２）認知症コールセンター

【電　　　話】 ０５５－２５４－７７１１

【相談日時】 月曜日～金曜日　午後１時～午後５時（年末年始、祝日除く）

【相談対象】 認知症高齢者ご本人や家族等の介護者など（相談は無料です）

【相 談 員】 保健師等

   (公社)認知症の人と家族の会山梨県支部会員

（３）若年性認知症相談支援センター

【電　　　話】 ０５５３－２２－２２１２

【相談日時】 月曜日～金曜日　午前１０時～午後３時（年末年始、祝日除く）

【相談対象】 若年性認知症ご本人やご家族等（相談は無料）

【相 談 員】  若年性認知症支援コーディネーター（日下部記念病院に委託）

（４）山梨県立介護実習普及センター

【電　　　話】 ０５５－２５４－８６８０（甲府市北新１丁目２－１２　県福祉プラザ内）

【開設日時】 毎日　午前９時～午後５時（年末年始、祝日除く）

【利 用 料】  無料（一部、講座に使用する材料などの実費が必要な場合があります。）

  介護実習普及センターでは、700点を超える福祉機器を展示するとともに、高齢者を介護している家族
や一般県民（小・中・高・大学生を含む）の皆さんを対象に、各種講座を開催しています。

また、福祉機器や住宅改修についての相談も行っています。

 認知症高齢者を介護する家族等の悩みに対し、保健師等や認知症介護の経験者が精神面を含めた
様々な相談に応じています。（秘密は厳守します）

 ６５歳未満で発症した認知症を「若年性認知症」と呼びますが、就労継続に向けた支援や経済的困窮へ
の対応など、高齢者の認知症とは異なる支援が求められます。
　センターに配置された若年性認知症支援コーディネーターが、こうした悩みに適切に対応します。（秘
密は厳守）
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